
 
質問に対する回答について 

工事名）三陸自動車道 多賀城高架橋耐震補強工事 
 
質問事項と回答（１／３） 

番

号 
質問事項 回   答 

１ 市街地（ＤＩＤ）補正は計上されていると

考えて宜しいでしょか。 

 

 

市街地（ＤＩＤ）補正は行います。 

２ 契約保証費は計上されていると考えて宜

しいでしょうか。 

 

 

その通りです。 

 

３ 現場環境改善費は計上されていると考え

て宜しいでしょうか。 

 

 

特記仕様書１６ 現場環境改善に関する事項 

に記載の通り、計上してください。 

 

４ 復興補正 共通仮設×１．５、現場管理費

×１．２は計上されていると考えて宜しい

でしょうか。 

 

 

復興補正は行いません。 

 

５ 見積書は、提案事項の費用は計上した内

容の内訳書で作成するものと考えて宜し

いでしょうか。 

 

 

設計図書に示す内容で見積書を作成ください。 

６ 排水装置 排水管Ａにおける伸縮装置の

伸縮量を教えて下さい。 

 

 

伸長７０ｍｍ、圧縮９０ｍｍ、偏芯±６０ｍｍ 

の性能規格を考えております。 

 

７ 断面調整工Ｂ 吹付工法の厚みについて

教えて下さい。 

 

  

特記仕様書２０－１３断面調整工に記載の対象

橋脚にて、設計図記載の橋脚中央部の凹部（ｔ

＝２５ｍｍ）及び橋脚中央部の段差水平スリッ

ト箇所（ｔ＝２５ｍｍ）の範囲になります。 

 

 

８ Ｐ５２付近は橋脚が低く、施工空間の確

保が難しくなっております。盤下げ等を

して施工を行うことは可能でしょうか。 

 

 

盤下げ等を行い施工することは可能ですが、現

状地盤を施工基面として考えております。設計

図及び現地状況を踏まえて施工計画を立案くだ

さい。 

 

 
 



質問に対する回答について 
工事名）三陸自動車道 多賀城高架橋耐震補強工事 

 
質問事項と回答（２／３） 

番

号 
質問事項 回   答 

９ 技術提案の評価項目②の、『当該工事にお

ける近接交差道路利用者への安全対策に

関する提案』において『近接交差道路』と

は、当該工事の側面に位置しております

側道（市道市川八幡一号線、市道市川八幡

二号線等）を含んでいると考えて宜しい

でしょか。ご教授願います。 

 

 

その通りです。 

 

10 特記仕様書１１－１工事用道路の指定 

における、⑤市道市川八幡一号線の、延長

は６００ｍと記載がございます。現地を

確認いたしますと市道市川八幡一号線の

延長（市道市川八幡二号線から市道新田

上野線まで）は１，１１７ｍです。市道市

川八幡一号線は、一部工事用道路として

使用が出来ない箇所があるという事でし

ょうか。ご教授願います。またそのような

箇所がある場合には、使用出来る、出来な

い範囲の提示をお願い致します。 

 

 

市道新田高崎線から市道新田上野線との交差

箇所までを市道市川八幡一号線ととらえてお

り、延長は約６００ｍです。 

工事用道路として使用出来ない箇所はござい

ません。 

 

 

11 特記仕様書１１－１工事用道路の指定に

おける、⑥市道市川八幡二号線の、延長は

１，０００ｍと記載がございます。現地を

確認いたしますと市道市川八幡二号線の

延長（市道高橋八幡線から市道市川八幡

一号線まで）４４９ｍです。市道市川八幡

二号線の工事用道路としての使用計画の

お考えをご教授願います。 

 

 

 

市道高橋八幡線から市道新田高崎線との交差

箇所までを市道市川八幡二号線ととらえてお

り、延長は約１，０００ｍです。 

工事用道路として使用出来ない箇所はござい

ません。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



質問に対する回答について 
工事名）三陸自動車道 多賀城高架橋耐震補強工事 

 
質問事項と回答（３／３） 

番

号 
質問事項 回   答 

12 特記仕様書７．関連施設その他との関係、

１１－２工事用道路の使用条件、２０－

９交通誘導員、及び工事用道路計画図

（１）（参考図）について、現地にはＰ２

７－２８間に図面には明記されていない

横断道路があります。特記仕様書、誘導員

の配置、工事用道路の変更等があればご

提示ください 

 

 

ご指摘のありましたＰ２７－Ｐ２８間の横断

道路に関しまして、第三者及び工事の安全性

を考慮し工事用道路としての使用は考えてお

りません。 

 

 

13 特記仕様書Ｐ２９ ２１．補足事項 ２

１－２．設計図書の変更及び追加につい

て（２）に『Ｐ１２橋脚に添架されている

情報板鋼製ブラケットにより、構造変更

を指示する場合がある。』とありますが、

Ｐ４８橋脚にもＰ１２橋脚と同様の鋼製

ブラケットがございます。Ｐ１２と同様、

協議事項と考えてよろしいでしょうか。 

 

 

Ｐ４８橋脚もＰ１２橋脚と同様に協議事項と

お考えください。 

 

 

14 特記仕様書Ｐ３ ７．関連施設その他と

の関係（１）道路・鉄道関係及び（２）河

川・水路関係について、管理者との協議が

必要な維持・管理についての提案は認め

られるでしょうか。 

 

 

（１）道路・鉄道関係及び（２）河川・水路

関係について、維持・管理に関する提案は、 

技術提案の評価項目ではありません。 

 

 

 

15 特記仕様書Ｐ６ １１．工事用道路に関

する事項 １１－１工事用道路の指定 

について、⑤市道市川八幡一号線、⑥市道

市川八幡二号線ともに巾員が５．３ｍと

記載されていますが、現状の⑥はセンタ

ーラインがある２車線道路となっていま

す。巾員のご確認をお願いいたします。 

 

 

⑥市道市川八幡二号線の巾員は、Ｐ２８橋脚

横の巾員（センターライン無し道路巾員）を

代表として記載しております。 

 

 

 


